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論文

「ドイツ的キリスト者」運動と近代宗教史
―ナチズム期ドイツ・プロテスタンティズム史 

叙述再考のための一試論―

久保田　　　浩

1　問題の所在

福音という貴重な宝はその歴史的な形態において，つまりただこの世の容れ

物に入った形でのみ，わたしたちの手元にあります。わたしたちはこの事情

を自覚的に考慮するときにのみ，ドイツの人々にイエス・キリストにおける

神の知らせ［福音］をわかりやすく，そして印象深く伝えることができるので

す。…（中略）…ですからわたしたちは，伝承されてきたこの神の知らせを，

今現在に特有の問題や関心事への答えとして…（中略）…今日のわかりやすい

言葉で提供する必要があります。そのためには，この神の知らせが縛られて

しまっている，今や過ぎ去った当時の観念や思考形式からそれを解き放とう

と努めねばならないのです。（1）

キリスト教の歴史には，少なくとも二つの特徴が認められる。第一点

目は，先行する，或いは周囲の伝統との差異化（を経た融合）を図るこ

とで，自己理解を確立しようとする不断の試みである。自他の差異化と

自己の確立の模索はしかし，キリスト教自身の多様化（宗派性）と複数

化（時代的・地域的特殊性に起因する独自性を帯びた多様な諸キリスト

教）をもたらした（2）。この多様化と複数化の過程については，（単数形を
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装った）「キリスト教」が帯びていた西洋的覇権主義へのポストコロニア

ル批評的反省と「グローバル化」の趨勢を経て，「多様性」が称揚される

ようになった現在の文脈において，改めてその歴史的意義を検討する必

要がある一方で，「キリスト教」の単数性と（それに必然的に伴う）真正

性の問題は課題として残り続けている。

第二点目は，〈起源〉の追求である。歴史の進展は，時間的かつ空間

的に〈起源〉から常に遠ざかることを余儀なくさせるが，時間的・空間

的距離の認識は自らが〈かの時かの地〉とは隔絶した〈今ここ〉にいるこ

とを自覚させるとともに，〈今ここ〉と〈かの時かの地〉との間に何らか

の関係を構築しようとする欲求を強化する。キリスト教はその都度の歴

史的・地域的文脈の中で，自らの〈起源〉を問い，〈起源〉の再現・復元・

構築等を試みてきた。それは，教会の伝承・伝統，ミサや礼拝等の反復

的儀礼，聖書の注解や釈義，〈改革〉を掲げた起源回帰運動等，多様な

形態をとる。そして，その都度の社会的・政治的・文化的所与である〈今

ここ〉と〈かの時かの地〉との断絶と接続を確認することによって，〈今

ここ〉の自己を形成し，自己理解を更新していくこととなる。なお，本

稿が扱うドイツ・プロテスタンティズムの場合には更に，ルターの宗教

改革という〈第二の起源〉との断絶と接続の問題も加わる。

冒頭に引用した文章は，〈かの時かの地〉で生まれ，過去の「観念や思

想形式」の枠内にある聖書自体が，〈今ここ〉に「特有の問題や関心事へ

の答え」でなければならないとして，〈かの時かの地〉との断絶の確認を

行うと同時にそれとの接続の必要性を謳っている。これは『ドイツ人の

民衆聖書』（1940年）と題する文献からの一節である。1933年に成立し

た，各地域のプロテスタント領邦教会の合同体であるドイツ福音主義教

会Deutsche Evangelische Kirche（以下DEKと略）内には，所謂「ドイ

ツ的キリスト者Deutsche Christen」（以下DCと略）が教会政治的支配

権を握っていた領邦教会が複数存在したが，それらは39年 5 月に「キリ
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スト教の脱ユダヤ化」を目的として掲げた「ドイツの教会生活に対する

ユダヤ的影響の究明のための研究所」を設立した（3）。その最初の刊行物

は新約聖書の抄訳版『神の知らせ』（4）であったが，その解説書として上

梓されたのが『ドイツ人の民衆聖書』であり，著者はDC運動の中心地

テューリンゲン領邦教会の教区主任牧師エーリヒ・フロムである。ナチ

ズム国家に生きるプロテスタント信徒が何のわだかまりもなく読め，理

解することが出来，日常生活の諸場面で指針を得ることの出来る聖書の

必要性を声高に主張する本書は，戦後「ナチ化したキリスト教」として

糾弾されたDC運動が，〈今ここ〉と〈かの時かの地〉との関係を如何に

構築しようと試みていたのかを垣間見せてくれる。

本稿はこのDC運動の歴史叙述を試みるが，一方でナチズムによって

強制的に同質化された教会内派閥であるDCと，他方でナチズムの教会

への介入と闘った「告白教会」との間の対立構造を前提として，神学思

想的或いは教会制度史的問題としてDC運動を解釈することはしない。

寧ろ，DC運動を近代ドイツ（西欧）宗教史の文脈に位置づけ直すこと

によって，先行する研究が提供してきた歴史叙述の諸観点を補完し，近

代ドイツ・プロテスタンティズム史を語り直すための一つの視座を提供

することを目指す。従って，ナチズム史（政治史，特に宗教政策史・政

教関係史），近代的反ユダヤ主義／人種差別主義の歴史等の解釈枠組み

に依拠するものでもない。

従来の研究動向との相違に関しては次節で詳述するが，上で触れた，

近代宗教史の文脈について簡単に述べておく（5）。先行する，或いは周囲

の伝統の他者化とそれとの差異化・融合を通した自己の確立の試みと，

時間的・空間的隔絶を前提として，起源的自己と現在的自己を表象する

試み，の二点に先に触れておいたが，この問題を近代西洋，とりわけ近

代ドイツという文脈に据えてみるならば，以下のように捉え直すことが

出来る。
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近代社会においてキリスト教が，自らの存在意義を脅かすものとして

対峙せざるを得なかったのは，伝統的なキリスト教の自己理解を相対化

しかねない近代学問，従来の政教関係に根本的な変容を強いた近代国家

の成立，社会における宗教知の増大に伴う〈宗教的他者〉の発見等であっ

たと言える。これらの点について付言すれば，帝国主義的植民地化に伴

い，キリスト教は非キリスト教的諸宗教との間に何らかの関係を構築せ

ざるを得なくなったのみならず，西洋社会の内部においても，宗教的多

元化に直面することとなった。即ち，近代国家の成立過程で法的に保障

された宗派的複数性に加えて，諸キリスト教会と同様に国家によって公

認されたユダヤ教会等の非キリスト教的宗教団体・世界観団体の成立と

その活動に対峙する必要が生じてきた。更に，歴史的認識の普及に伴っ

て前近代的な自己つまり前近代的なキリスト教なるものの存在をも発見

してしまう。その結果，同時代の他宗派・他宗教のみならず，この前

近代的な自己をも他者化（またはそれを経て連続性を構築）することに

よって，〈今ここ〉にある自己を形成するという課題を引き受けざるを

得なくなった。

本稿は以上の問題意識から，「ドイツ的キリスト教」という〈近代的〉

自己表象の形成に着目する。第 2 節では，プロテスタント神学史・教会

史叙述の中で描き出されてきたDC運動像を確認し，第 3 節では，DC

運動の成立を概観した後で，DC運動史の一大転機と解釈されてきた33

年11月の「ベルリン体育館事件」を取り上げる。第 4 節では，その事件

を近代宗教史の文脈の中に位置づけ，20年代から40年代までのDC運

動の〈近代的宗教〉としての性格を解明する。
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2　ナチズム期ドイツ・プロテスタンティズム史研究 
におけるDC像

ドイツ近代史叙述におけるDCへの言及は，「教会闘争Kirchenkampf」

の名称で戦後人口に膾炙するようになった教会内運動に関する叙述の中

で現れてくる（6）。戦後ドイツにおける研究は当初，ナチズムによる教会

制度及び教義への介入に対する反対運動から生まれた「牧師緊急同盟」

（33年，以下「緊急同盟」と略）が翌年「告白教会」へと展開していく過

程に着目し，ナチズム及びDCへの「抵抗」を歴史的に再構成すること

を目指した。こうして，「教会闘争」初期の所謂「バルメン宣言」に見

られるDC運動に対する以下のような評価が，戦後当初の研究における

DC像を規定していた。

34年 5 月，ヴッパータール市バルメン地区で開催された「信仰告白教

会会議」とそこで議決された「ドイツ福音主義教会［DEK］の現状に関

する神学的宣言」で確認されたのは，プロテスタント教会は歴史的に形

成されてきた信仰告白・信条書に忠実であるべきであり，時代状況に順

応することによって信仰告白を改変することは許されないという点で

あった。宣言はまず，DEKの教憲第 1 条，即ち，

ドイツ福音主義教会の冒すべからざる基盤は，わたしたちに対して聖書で証

しされ，宗教改革の諸信仰告白文書において新たに姿を現した，イエス・キ

リストの福音である。それを通して，教会がその使命を果たすのに必要とす

るあらゆる権能が規定され，かつ制限される。

という原則が神学上の大前提であることを確認した上で，共通の信仰告

白に基づく神学的前提によるDEKの統一がDCの「異質な前提」によっ
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て脅かされ，それによってDEKが「信仰告白に基づく教会」であるこ

とを放棄せざるを得ないような状況が生じていると現状を診断してい

る（7）。そして続いて以下のように述べ，DC運動の〈異端性〉と〈非プロ

テスタント的〉性格を糾弾している。

教会を荒廃させ，それによってドイツ福音主義教会［DEK］の統一をも粉砕

することとなる，ドイツ的キリスト者たち並びに現在の帝国教会指導部の謬

説に直面して，わたしたちは以下の福音主義的真理を告白するものである。（8）

これに続く 6 箇条の宣言文の中では逐次，DCの「謬説」が反駁され

ている。とりわけ第 5 条の，国家が教会の役割にとって代わり，逆に教

会が国家機関となり国家の課題を果たし得る，果たすべきであるとい

う「謬説」の断罪（9）は，DCがナチズム国家とその宗教政策を無批判に承

認し，教会を政治的強権を用いて強制的に同質化しようとしている，と

いう理解を反映しており，これは戦後の研究の前提として継承されて 

いく。

戦後，史料の精査に基づく本格的な「教会闘争」史研究は1970年代後

半に現れた通史を嚆矢とし（10），その後，各領邦教会における地域的事情

が詳細に再構成されてきた。一方で，「教会闘争神話」に対する疑念は

遅くとも50年代末には提出され，DC運動の影響力は当初より明瞭に認

識されており，60年代中葉には資料集としての価値が極めて高い研究

書も刊行されている（11）。しかしそれ以後は「教会闘争」史叙述の枠内で

言及されるにとどまり，研究の進展は見られなかった。

各地域の領邦教会関連資料の発掘と精査に基づく「教会闘争」史研究

の進捗とその成果の膨大な蓄積は，80年代中葉になると「教会闘争」史

叙述自体の構築的性格への洞察を促していくこととなる。まず，個々の

神学者・牧師・一般信徒の間でのDC的思想と実践等のミクロな次元へ
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の着目が（特に英語圏において）現れてくる（12）。ドイツ語圏でも，「ドイ

ツ的キリスト教」思想の前史，ドイツ・プロテスタンティズムにおける

反ユダヤ主義の系譜，戦後のプロテスタント教会におけるDC運動の遺

産等が解明されていった（13）。2000年代に入ると，DC運動に見られるイ

エスの「アーリア化」とキリスト教の「脱ユダヤ化」という思想実験をよ

り広範な思想史的文脈に位置づける作業に加え，従来概ね等閑に付され

てきた，30年代末から終戦までのDC運動の歴史が再構成されるように

なってきた（14）。

以上略述したように，DC運動研究は確かに顕著な進捗を示してお

り，ナチズム期プロテスタンティズム史をより複眼的に考察する視座が

確立されつつある。しかしその一方で，DCを扱う際の解釈枠組み自体

には目立った変化は認められない。即ち，DC運動は相変わらず，第一

義的には教会政治的・神学思想的・教会実践的・宗教政策的現象として

扱われており，「ドイツ的キリスト教」言説が定着し，信憑性を獲得し

ていった〈近代的〉要因が主題化されることは極めて稀である。

例えばホロコースト研究の中では，従来の近代ドイツ史叙述において

人種イデオロギーが過度に焦点化されることで，ホロコーストの歴史的

説明が逆に困難になっていると指摘されることがある。そこで一つの補

助線として，当時の〈過去〉表象に着目することが提案されている（15）。

例えば，1938年11月の「帝国水晶の夜」におけるシナゴーグ放火やユダ

ヤ教聖書の焼却（これは，キリスト教の出自であるユダヤ教的伝統のみ

ならず，キリスト教が自らの聖典として引き継いだヘブライ語聖書の

否定を意味する）といった出来事は，人種イデオロギーを核に据える解

釈枠組みでは説明出来ず，当時の社会において共有されていた，「ユダ

ヤ人・ユダヤ教徒」・「ユダヤ教」表象，即ちドイツ史の中で育まれてき

た，ユダヤ教・ユダヤ人を巡る記憶の在り方を解明する必要性が説かれ

ている（16）。こうした指摘は，以下の点において本稿の問題設定と通底し
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ている。即ち，神学的「異端性」とナチズムによる強制的同質化を指摘

するだけでは，DC運動の歴史的説明としては十分ではなく，〈今ここ〉

で〈かの時かの地〉を如何に表象していたのか，そしてそれによって如

何なる〈今ここ〉を形成することが社会の中で信憑性を持つようになっ

ていったのかという問いを立てることで，（ドイツ・プロテスタンティ

ズムをも包括する）〈近代宗教史〉的特徴が明らかとなるであろう。

以上の提案をしているコンフィノは，自らの分析の方向性を，「第三

帝国において，ユダヤ人への迫害とユダヤ人の絶滅を想像せしめ，根

拠のあることと思わしめ，可能ならしめた，過去に対する感覚とは何

であったのか。聖書を焚書せしめるに至ったその感覚とは何であった

のか」という問いの形で表現している（17）。本稿が提起する問いはまさに，

「近代ドイツにおいて，「ドイツ的キリスト教」を想像せしめ，一時期で

あれ，DEKを事実的に支配した，「キリスト教」理解を生み出した感覚

とは何であったのか」である。コンフィノがこの問いに対して，人種イ

デオロギーを引き合いに出すよりも寧ろ，記憶論に依拠しようとするよ

うに，本論は「ナチズムによって同質化され，謬説に陥った異端的キリ

スト教」という評価に依拠するよりも寧ろ，〈近代的宗教〉の他者・自己

表象の形成メカニズムに着目している。

以下で分析する事例で，言説の表層に明示的に現れてきているのは，

確かに人種イデオロギー的かつ民
フ ェ ル キ ッ シ ュ

族至上主義的表現である（「民族」，「人

種」，「血」，「闘争」，「英雄」，「種に相応しい」「ユダヤ人から純化された」

教会等々）。しかしナチズム期の言説を分析する際に，こうした，謂わ

ば通俗化した定型表現に焦点を当てることで，DCが「ナチ化されたキ

リスト教」であると特徴づけることは，厳密に言えば，DCが「ナチ化」

されたことの説明ではなく，寧ろ，ナチズム期に通俗化した言語使用に

依拠して自己主張を展開していたという事実の確認である（18）。本稿は意

図的にこの言説的特徴—この「特徴」は〈今ここ〉との時間的空間的隔絶
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を前提として初めて「特徴」と呼ぶことが出来るのであって，当時の言

説空間にあっては必ずしも分別的な特徴とは言い難い―ではなく，そう

した言説への着目によって覆い隠されてしまいがちな次元を明らかにす

る。それは，「ドイツ的キリスト教」言説の受容が近代社会内で有意味

性を獲得していった過程を説明しようとする試みでもある（19）。

3　DCの成立（20）と「ベルリン体育館事件」 
― R・クラウゼと「宗教改革の完遂」

1918年11月の革命により社会民主党を中核に成立したヴァイマール

共和国におけるプロテスタント教会は，領邦君主による教会統治制の崩

壊により国家との紐帯を失い，革命前の政教関係の復興を希求する保守

反動的・右派的な傾向が顕著であった。こうした状況の中で教会内には，

20年代後半に台頭してきたナチ党が党綱領24条で，「実定的キリスト

教」即ち歴史的に形成されてきたキリスト教会の基盤の上に立つと明言

していたことから，ナチ党に教会の将来を期待する動きが現れ，27年

にテューリンゲン領邦教会内に「教会運動―ドイツ的キリスト者」が結

成される（教会内運動であるDCの嚆矢）。32年には更に，全ドイツ規

模の「信仰運動―ドイツ的キリスト者」が組織され，明瞭な反ユダヤ主

義に立脚し，キリスト教に改宗した同化ユダヤ人を排除した教会形成を

掲げ，勢力を拡大していった。

教会内では33年 1 月末のヒトラー首相就任を，政教一致体制への復

帰の第一歩として歓迎する声が多数を占め，同年 7 月には全領邦教会の

教会会議選挙でDCが議席の 3 分の 2 を占めた。その結果，DC主導で

DEK指導部が形成され，9 月には所謂「アーリア条項」（4 月に帝国議会

で可決された「職業官吏再建法」に基づき，「非アーリア人」の国家公務

員の解職を規定）のDEKへの導入が決議された（21）。他方政府側は，3 月
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の声明において，現状のローマ・カトリック教会とプロテスタント教会

の法的地位を保証し，その倫理的・教育的役割を承認した一方で，ヒト

ラーから「教会問題特別代理」に任命されたDC牧師ルードヴィヒ・ミュ

ラーを通して，指導者原理に基づくプロテスタント教会の強制的同質

化を図り，事実 9 月にはミュラーがDEK内で「帝国監督」に選出されて

いる。他方，「アーリア条項」の導入決議とミュラーによる教会指導部

のDC的方向性に対抗する聖職者たちは「緊急同盟」に結集し，DEK内

部では，多数派を占めるDC主導の指導部とそれに対抗する「緊急同盟」

そしてその間の中間派という教会政治的三部構造が形成されていく。

ナチズム研究が繰り返し指摘してきたように，ナチズムは政策決定の

次元でもイデオロギーの次元でも決して一枚岩的な存在ではなかった

が，宗教政策についても，その都度の状況に応じて幾多の変遷が認めら

れる。上述した時点までDCに対して支援の姿勢を示してきたかに見え

た党の姿勢に明らかな変化が認められるのは，10月に「総統代理」ルド

ルフ・ヘスが発した，諸キリスト教会間の紛争について党は宗教的中立

を保つ旨の声明においてである。この背景としては例えば，民族主義宗

教団体が結集し「ドイツ的信仰」を掲げて，ローマ・カトリック教会，

DEKに並ぶ「第三の宗派」として公認を求める活動を大々的に展開し

ていたこと等が推測される（22）。そして，11月末にはミュラーがヒトラー

に，DEK内の紛争の解決のためにDCと「緊急同盟」双方の禁止をヒト

ラーに進言しようとしたが，既にその頃には教会問題の解決は教会自身

が行うべきであるという，政府不介入の方針が内務大臣ヴィルヘルム・

フリックによって確定していた（23）。

こうした状況でDC運動の影響力を更に減退させる契機となったの

が，フリックの指令が発令される半月前の11月13日にベルリン体育館

で行われたDCベルリン管区支部の決起集会であった（24）。2 万人の聴衆

とDC運動の主要な指導者の前で基調講演を行ったのは，管区指導者ラ
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インホルト・クラウゼ（Reinhold Krause, 1893-1980）であった。従来の

研究では，クラウゼの講演は「教会を粉砕する試み」，即ち国家から独

立した教会の存立を不可能にし，教会をナチズム国家の中に解消してし

まい，結果的に教会をナチズム体制そのものによって代替しようとする

試みであると特徴づけられている（25）。しかし先述したように，こうした

解釈は，クラウゼの言語使用も当時の「一つの帝国，一つの民族，一人

の総統，一つの教会，一つの信仰」というスローガンに代表される「民

族共同体」言説に組み込まれていたという事実の確認を超えるものでは

ない（26）。以下彼の講演から，「教会闘争」史的枠組みでは注目されること

が殆どない，幾つかの特徴を読み取っていく（27）。

第一点目は，将来成立すべきVolkskirche（フォルク教会）構築に向け

ての呼びかけである。この概念は，使用される文脈に応じて含意の幅が

異なってくる故に，一義的に翻訳するのは極めて困難であるが，DC運

動をナチズムの宗教政策と強制的同質化の文脈で見る場合には「民族」

教会と訳されるであろうし，公共的かつ公益的な宗教団体を意味すると

考える〈民主的〉理解からすれば「国民」教会と，または庶民・一般信徒

が中核となる教会形成に着目する場合には「民衆／人民」教会と訳すこ

とが可能である（28）。

クラウゼにとって，新たなナチズム国家において来るべき，構築され

るべき教会は勿論，同化ユダヤ人を排除したドイツ「民族」の教会であ

る。しかしそれと同時に，国民の一体化を阻んできた長きにわたる宗派

対立の克服を体現する「国民」教会でもあり，また「下から」形成される

べき「民衆」教会に他ならない。最後の点についてクラウゼの言葉を借

りて言えば，それは，国家を背後に権力を行使する教会宗務局や，領

邦教会監督や教区監督そして牧師が支配権を握るような教会ではない

（181）。何故なら，「上から」指揮権が発動されるといった事態は，そも

そも宗教改革の原理に反しているからである（182）。
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このようにクラウゼは，政府がDCを介して教会に導入しようとして

いた指導者原理を明瞭に否定し，〈民主的〉な教会運営を理想化してい

たことが分かる（29）。当時普及していた言語使用の枠内で，クラウゼは以

下のように述べる。

ここで以下の点をはっきりと言っておきたいと思います。わたしたちが心中

で拒絶しなければならないような人々が指導者として［教会指導部側から］わ

たしたちに押しつけられるようなことがあってはなりません（極めて大きな

拍手喝采）。何故ならわたしたちは，彼らの［主張する］ナチズムにもドイツ

的信仰にも心から信頼を寄せることができないからです。福音主義的自由の

究極的な根拠は，良心の自由の中にあります。フォルク同胞の皆さん，これ

は自由主義への後退などではありません。と言うのも，わたしたちナチズム

の闘士は，わたしたちのフォルクとわたしたちの総統と結ばれているからで

す（大きな拍手喝采）。（182）

第二の特徴は，この上からの支配に抵抗する「民衆」の声の中に現れ

ている「自由」の称揚である。上の引用では，クラウゼ自身，自らの主

張が「自由主義」的であることを十分に自覚している。彼は，従来の教

会制度そして今生まれつつある「帝国教会」でさえも，「古い時代からの

病原菌」である「旧来からの官僚主義」に冒されているとし，良心に反

する発言や行動を信徒や牧師に強いる「号令に基づいて運営されるキリ

スト教」（30）であることを止め（182），すべての人に宗教的「故郷」を提供

する「ドイツ国民宗教」になるべきことを主張する。そして，「良心の

自由」と下からの民主化の要求は，教会の非寛容への糾弾と表裏一体と

なっている。彼によれば，現状の「官僚主義的な」教会は，他者の中に

罪人を見出すような「パリサイ派的」な不寛容の姿勢を示しており，「純

粋にドイツ精神に由来する限り，あらゆる模索とあらゆる努力に対し，
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…（中略）…門戸を広く，広く開いておく」ような「国民」教会であるべ

きことを力説する（187）。

第三点目として，講演の中で繰り返されるルターの宗教改革への遡及

が挙げられる。クラウゼによれば，DEK教憲第 1 条で明言されている

ように，教会が特定の歴史的文脈で成立した信仰告白文書や信条書に冒

すべからざる権威を認め続ける限り，歴史が物語っているように必然的

に教会内に対立，分裂が生み出される（181）。この認識が彼がルターの

「宗教改革の完遂」を説く出発点となっている。

福音主義のフォルクにとって重要なことは，［33年7月に成立した］新たな教

憲でも，［「帝国監督」のような］新たな教会内の役職などでもなく，マルティ

ン・ルターの民族的使命を第二のドイツ宗教改革において完遂することなの

です。その結果は，信仰告白文書による束縛を伴った権威主義的な牧師教会

ではなく，ドイツのフォルク教会が生まれること以外にはあり得ません。神

を［アーリア人］種に相応しく体験する仕方は極めて多様ですが，それは，こ

うした神体験の幅広さを許容し，その外形においても全くもってドイツ的に

［「ドイツ的自由」の原理に基づいて］打ち立てられているような教会なので

す。それは，第三帝国自体がそうであるのと同様なのです（極めて大きな拍

手喝采）。（182）

つまり，「ドイツ人」であることを自覚した全ての「国民」の「故郷」

となるべき教会を打ち立てること，換言すれば，ルターの宗教改革に

よって先鞭が付けられ，ヴォルムス帝国会議で示されたルターの「良

心の自由」を範として，制度化された教会を批判し，更に「反ユダヤ主

義者ルター」に倣い（31），「ユダヤ的」なるもの（即ち「ローマ的」，正統主

義的なるもの）から解放された教会を打ち立てること，それが未完に終

わった宗教改革の〈今ここ〉における「完遂」として捉えられているので
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ある。

4　近代宗教史におけるDC運動

講演の中で扇動的に繰り返される民族至上主義的かつ反ユダヤ主義

的定型表現を括弧に入れるならば，ここで現れてきているのはまさに，

1918年以降の自由プロテスタンティズムとその周辺において表明され

た，教会的・神学的正統主義に対抗する反教権主義と反ドグマ主義，そ

してそれに基づく宗教的自由主義の急進的な教会改革思想である（32）。

「急進的」である所以は，新旧約聖書と宗教改革に由来する信仰告白文

書の権威自体が，「良心の自由」を侵害するものとして根本的に疑問に

付され，その権威を承認することと教会の成員であることとが切り離

され，信仰告白によらない「フォルク教会」の誕生こそが「宗教改革の

完遂」として喧伝されているからである。更に，彼の説く「ドイツ的キ

リスト教」が，旧約聖書で約束された神の救済の成就をイエス・キリス

トに認めることでユダヤ教の伝統との（断絶を介した）接続を担保しつ

つ歴史的に自己形成を図ってきた「キリスト教」とは明瞭に異なり，ユ

ダヤ教及び旧約聖書との完全な決別を要求しているからである（33）。従っ

て，結果的にクラウゼの主張は，DC穏健派の帝国監督ミュラーから

もナチズム国家と共存し得ない「自由主義」であるとして，他方「緊急

同盟」側からは「ゲルマン的な異教」であるとして拒絶されることとな

る（34）。

けれども，新約聖書からユダヤ教に由来する「紛れもなく歪曲された

記事，迷信に満ちた記事のすべてが除去されること」によって，「隣人

を自分のように愛しなさい」という「単純な喜ばしき知らせ」（182），即

ち「純粋なイエスの教え」（186）が回復されるべきであるとの主張自体

は，イエスを〈人間化〉し，イエスの教えを〈倫理化〉する（これは〈か
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の時かの地〉からの〈脱文脈化〉である）ことを通して，〈今ここ〉への

接続つまり〈再文脈化〉を可能ならしめようとする試みでもあり，その

限りで19世紀の自由主義神学及びヘーゲル左派（F・シュトラウス）以

来続く，文献学的・歴史学的知見に基づいて歴史的文脈から解放された，

謂わば〈現代版キリスト教〉を構築しようとする模索の一形態でもある。

ここで，組織化しかつ制度化したプロテスタント教会を所与とみな

し，その内外を明瞭に画定することから出発する歴史叙述の枠組みから

一旦離れてみれば（つまり，教会の〈中心〉と〈周縁〉という区別を無効

化した上で考察すれば），イエスの教えの「純化」の試みは，とりわけ文

献学的・歴史学的知見の普及に棹差しながら，社会の多様な場所で生じ

ていたことが分かる。その早い時期の顕著な一例は，リヒャルト・ヴァー

グナーのバイロイト・サークルで喧伝され，帰化ドイツ人の反ユダヤ

主義者ヒューストン・スチュワート・チェンバレン（Houston Stewart 

Chamberlain, 1855-1927）に代表される「ドイツ的キリスト教」構想であ

る（35）。例えば1901年に彼が上梓した『キリストのことば』は，「福音書の

記事」と「イエスのことば」を対峙させ，前者が「場所，時間，歴史によっ

て制約され」，今日の世界の現実には妥当しないのに対し，後者は「あ

らゆる距離もあらゆる時間も克服し…（中略）…「喜ばしき知らせ」を携

えてくる力を持っている」とし，聖書学の成果（と彼が考える知見）に

基づく「イエスのことば」の再構成とその社会への提供の必要性を力説

している（36）。

クラウゼはDC運動に合流する以前は，プロテスタント教会内部で

チェンバレンの「ドイツ的キリスト教」を実現しようとした「ドイツ

教会同盟」（1921年設立）のメンバーであったが，この同盟の名誉総

裁であったフリードリヒ・アンダーセン（Friedrich Andersen, 1860-

1940）（37）も『ドイツの救世主』（1928年）において，時代の「新たな思想と

進歩」に応じた歴史学的な知見と学問的批判に基づいて「原キリスト教
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的真理」を復元し，「わたしたちドイツ民族がキリスト教を信仰してい

ることに喜びを感じ，再び溌溂とした宗教的生を送ることが出来るよう

に」（38），それを阻害する要因となる旧約聖書は勿論，新約聖書の中の「ユ

ダヤ的」要素（「迷信」「奇跡」）を全て除去すべきことを要求している。

その関連で，使徒信条に代表される信仰告白文書も全て「わたしたちに

とってはただ歴史的な価値，つまり骨董品としての価値しか持たない」

にもかかわらず，制度的教会が現在でもそれに権威を付与し，信者に強

制することは，教会内に分裂を引き起こすのみならず，その分裂状態の

固定化をもたらすことになると危惧を表明している（39）。

ここに見られる，チェンバレン，アンダーセン，クラウゼと続く「ド

イツ的キリスト教」の系譜は，1927年設立のDC運動主流派と協力関係

を保ちつつDC内部の急進派を形成していった，というのが先行研究に

おける定説である。他方でこの系譜を，〈近代的宗教〉の一形態として

解釈した場合，〈今ここ〉と歴史的に成立した聖書との断絶，そして「イ

エスのことば」との接続の試みが一貫して観察される点が注目に値しよ

う。換言すれば，近代学問（殊に聖書学）の普及と社会の脱教会化の過

程で，〈かの時かの地〉との断絶を経た〈今ここ〉への接続が教会内外で

比較的自由な形で実践され得る状況が成立していたと言える。19世紀

末から続く「イエスのアーリア化」も「キリスト教の脱ユダヤ化」も，制

度化した教会側からは「謬説」であり，「無神論的」であると認識された

一方で，社会の脱教会化の趨勢においても「イエスのことば」を放棄す

ることを潔しとしなかった〈近代的キリスト教徒〉による〈キリスト教

の現代化〉の試みであったことも否定できまい。「キリスト教のゲルマ

ン化」（アルトゥーア・ボヌスの1911年の著作によって人口に膾炙する

ようになった表現（40））は，後世の歴史叙述の視点からは「ナチ化」或い

はその先駆と特徴づけられるかもしれないが，それは「ゲルマン宗教」

の復興とそのキリスト教的粉飾というよりも寧ろ，キリスト教の〈今こ
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こ〉への接続，即ち〈現代化〉〈再文脈化〉の試みでもあったのである。

「ベルリン体育館」事件後にクラウゼは教会から離籍し，非キリスト

教的民族主義宗教運動に合流する一方で，DC運動は内部で分裂を繰

り返しつつもDEK内での支配権を保持し続けていく。そうした状況で

40年に出版されたのが本稿冒頭で触れた，DC牧師エーリヒ・フロム

（Erich Fromm, 1892-1945）の著作『ドイツ人の民
フォルク

衆聖書』である。本書

は，20年代のアンダーセンの綱領的かつ攻撃的な反ユダヤ主義言説と

も，33年のクラウゼの講演における通俗的表現の過剰とも無縁な論調

で，現代に妥当し得る「神の知らせ」の意義をとうとうと説き，特にル

ター訳聖書の扱いを巡って論を展開している（41）。

フロムはDC版聖書の刊行を，「ドイツのフォルクがイエス・キリス

トとの真の出会いに至る新しい道を拓く試み」，即ち「ルターの業績の

真の継続」（9）と特徴づけている。彼によれば，ルター自身が自らの聖

書翻訳を絶えず編集し直し，言語表現のみならず，「神の知らせに，内

容に即した常に新たな形を与えようと試みていた」。しかしルター訳聖

書は，近代学問の中で育まれた「模索している今日のドイツの人々にキ

リストへの道を拓くには最早適していない」（55）故に，そこに「神の知

らせ」を読み取れず，教会生活から離れ，イエス・キリストへ至る道を

見失っている（10）。従って，ルター訳聖書の現代版こそが，「ルターの

精神」を継承する作業なのである。

宗教改革という〈第二の起源〉との距離の認識は，ルター訳聖書の相

対化のみならず，「歴史的に成立し，歴史の過程で変容してきた信仰告

白」の相対化をも促す。フロムによれば，信仰告白文書を信仰の唯一の

規範と価値づけ，殊にそれを信徒や牧師に強制することによって，「過

去と現在において，ドイツの多くの真のキリスト者が断罪されてきた」

し，現在の「教会闘争」においても同様の事態が生じてしまっているの

である（57）。
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このように，40年代に入ると先述した急進的な宗教的自由主義の立

場がDC運動の中で受け入れられていく様子が窺える。他方でフロムは，

ルターが始めた作業を完遂することは，「イエス・キリストにおける永

遠なる「神の知らせ」と，わたしたちの血の中に実在しているドイツ的

本質との統一」（50）を実現することであるとも述べており，本稿冒頭の

引用にある，「神の知らせ」が容れられるべき新しい革袋である「この世

の容れ物」が実際には何であるかを露呈している。〈かの時かの地〉と接

続されるべき〈今ここ〉は，その都度，時代的・地域的に制約を受けた

言語使用によって形を与えられ，冒頭の引用にあるフロムの指摘はこう

して，フロム自身の言葉に向けられていくこととなる。

以上論じてきたように，DC運動は確かに，ナチズムの台頭に付随し

て現れてきたプロテスタント教会内の現象，そしてナチ党の政権獲得を

契機として社会内で急速に展開していった宗教・政治運動であり，特殊

プロテスタント的で「ナチ化したキリスト教」と特徴づけられ得る。け

れども，DC運動を1920年代から40年代までの宗教言説の中に据えて

考察してみると，ドイツ近代宗教史の別の特徴が明らかになってくる。

それは，宗教的欲求が充足され得る場所が複数化した（つまり脱教会化

した）状況における，「流浪する宗教性」（42）の収斂先の模索と言えよう。

DC運動を，ナチズムとプロテスタント教会との関係如何という問題設

定を外して分析すれば，制度化したプロテスタンティズムの神学，教会

制度，教会政治，信仰生活の中に宗教的欲求の充足を見出せない（従っ

て，多かれ少なかれ，近代学問性と連動して反教権主義的で反ドグマ主

義的であらざるを得ない）にもかかわらず，〈キリスト教〉であることを

欲し続けた一群の〈キリスト教徒〉たちによる，〈かの時かの地〉と〈今

ここ〉の構築作業という姿が現れてくる。「ナチ化したキリスト教」を説

明する為の一つの補助線は，こうした宗教史の近代性への眼差しであろ
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